
第10回四日市市内山事案技術検討専門委員会

令和元年９月11日

三重県環境生活部廃棄物対策局

廃棄物適正処理プロジェクトチーム



目次

１ 支障除去対策事業の概要

（１）支障除去対策推進の基本方針の概要 p1

（２）対策及び技術検討専門委員会の進め方 p2

（３）四日市市内山事案技術検討専門委員会 p3

（４）支障除去対策の概要 p4

（５）恒久対策（整形覆土工）の状況 p5

（６）事案地の状況 p6

２ 対策効果の確認について

（１）モニタリング計画と判断基準 p7～p10

（２）法面、ガス拡散施設の確認結果 p11

（３）ガス等のモニタリング結果 p12～17

（４）水質等のモニタリング結果 p18～25

３ 目標の達成状況の評価

（１）実施計画における目標の達成状況 p26～28

（２）事案地および周辺の安定化の状況 p29～30

（３）まとめと今後の計画 p31



１ 支障除去対策事業の概要



対策工法の検討・計画の策定

・対策工事の実施

・工事・調査の点検・評価

・計画の見直し・改善

平成２３～２４年度

平成２４～３１年度
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支障除去対策推進の基本方針の概要



対策及び技術検討専門委員会の進め方

技術検討専門委員会（地元自治会・市）

・対策工事の点検・評価

・周辺環境調査等・効果確認調査結果の点検・評価

（第1段階）

・硫化水素ガス発生抑制対策の実施（H24.11～Ｈ27.1）

・対策中の周辺環境調査等の実施

・効果確認調査の実施

県

・対策工事の進捗状況

・対策工事中の周辺環境調査等結果のとりまとめ

・対策工事後の効果確認調査結果のとりまとめ

＜工事・調査の実施＞
＜技術検討専門委員会による検討＞

①敷地境界の硫化水素ガス濃度基準を満足すること

③法面崩落等による廃棄物の飛散・流出防止

県（産廃特措法に基づく実施計画）H25.3.26

・（第1段階）硫化水素ガス発生抑制対策工事計画
目標：観測井戸管孔の硫化水素ガス濃度

50又は100ppm

・（第2段階）整形覆土対策工事計画

目標：将来にわたって

（第2段階）

・整形覆土工の実施（H26.11～H29.10）

・対策中の周辺環境調査等の実施

・効果確認（中間・最終）調査の実施

技術検討専門委員会（地元自治会・市）

・対策工事の進捗状況や周辺環境調査結果等から

対策工事計画及び調査計画の見直し、改善

県

・課題のとりまとめ

・課題に対する対応案の作成

＜技術検討専門委員会による検討＞ 技術検討専門委員会（H23～H24)

対策工法の検討（地元自治会・市の参画）

②メタンガスが滞留しない状態を保つこと

・調査（モニタリング）計画
計画策定

実施

点検・評価

見直し・

改善

計画（Plan）

提案

提案
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☑ 目的 ☑ これまでの取り組み

☑ 委員会の開催方法

四日市市内山事案技術検討専門委員会

【頻度】
必要に応じて開催
工事及び対策効果確認調査

【具体的な内容】
＜平成24年度：平成２５年３月＞
・硫化水素ガス発生抑制対策（第１段階）
工事の進捗状況について
・周辺環境モニタリングの結果について
・今後の進め方について

＜平成25年度：平成２５年１２月＞
・硫化水素ガス発生抑制対策（第１段階）
工事の進捗状況
・周辺環境モニタリングの結果
・整形覆土対策（第２段階）工事の検討内容

＜平成26～29年度＞
・工事の進捗状況及び調査結果
・整形覆土対策の課題及び対応案
・調査結果の点検・評価

＜平成30～31年度＞
・対策効果の確認
・調査結果の点検・評価
・行政代執行の終了

○技術検討専門委員会
委員会委員、
（傍聴）地元自治会 、四日市市
（事務局）三重県

○地元自治会及び委員会の意見交換会
地元自治会、委員会、四日市市、三重県

○現地見学会
地元自治会、委員会、四日市市、三重県

効
果

確
認

第
2段
階

整
形
覆
土
工
事

地元の皆様の安全安心

対策工事及び調査（モニタリング）の点検・評価を行うと
ともに計画の改善・見直しを行う。

①点検・評価
・工事の進捗
・工事の効果
・調査結果
・課題の抽出

②改善・見直し
・課題に対する対応案の検討
・計画の修正案の検討

工事の進捗状況等により、以下のとおり開催する。

3

行政代執行の終了

第
１
段
階

硫
化
水
素
ガ
ス

発
生
抑
制
対
策



支障除去対策の概要

【内容】 現場適用性試験の結果を踏まえ、現場内に霧状酸化剤注入装置および47箇所の井戸を設置し、霧状酸化剤注入法
による硫化水素ガス等の発生抑制対策を面的に展開。

【対策状況】 すべての井戸において硫化水素濃度が第2段階の恒久対策に移行できる程度まで低下。

【第1段階】 硫化水素発生抑制ガス対策
霧状酸化剤注入法による対策（平成24年11月～平成27年1月完了）

【第2段階】 恒久対策
整形覆土等による対策（平成26年11月～平成29年10月完了）

【内容】 雨水の浸透及び廃棄物の飛散・流出を防止するため、廃棄物全体を安定勾
配に掘削整形した後、覆土を実施。また天端部において硫化水素ガスの発生抑制の
ための覆土を行うとともに、メタンガスが廃棄物内部へ滞留することを防止するため、
ガス拡散施設を設置した。

写真 霧状酸化剤注入装置

保有水水位

(または管底)

管頭

GL

（グラウンドレベル）

GL- 5m

酸化剤注入管

酸化剤の噴霧

（イメージ）

酸化剤注入装置から

酸化剤（H2O2/Air）を供給

酸化剤

注入井戸

霧状酸化剤

噴霧ノズル

ca.1m

図 霧状酸化剤注入法
のイメージ

ガス抜き孔 雨水浸透防止

ガス発生の防止

雨水集排水設備

覆土
整形

境界

整形

廃棄物

境界

図 支障除去対策（整形覆土工等による硫化水素発生抑制対策）のイメージ

対策前

対策後（イメージ）
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工事名

施工箇所名

図面の種類

縮尺

事務所名

図面番号

三重県環境生活部廃棄物対策局

三重県四日市市内山町　地内

霧 状 酸 化 剤 注 入 作 業 手 順 図
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対策実施前（H25年2～3月）

図 霧状酸化剤注入法による対策実施前後の硫化水素濃度（GL付近での濃度）
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対策実施後（H27年1月）
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恒久対策（整形覆土工）の状況

③ 雨水排水、整形覆土

① 階段、雨水排水

④、⑤､⑥、⑦

①

④ フェンス工、門扉（南側）

⑦ 階段水路⑥ 雨水調整池⑤ ふとんかご

② 霧状酸化剤注入装置
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事案地の状況

6

（令和元年７月撮影）



２ 対策効果の確認について
（１）判断基準とモニタリング計画
（２）法面、ガス拡散施設の確認結果
（３）ガス等のモニタリング結果
（４）水質等のモニタリング結果



＜水質等＞
【地下水の水質等】
敷地境界の地下水の水質（pH、ほう素、1,4-ジオキサン等 １０項
目）の状況を把握するとともに、流向の変化を把握する。
[各項目の環境基準]

【浸出水・湧水・河川水の水質、河川底質の溶出量】
周辺河川等への影響を確認する。
[各項目の環境基準]

【事案地内の水質】
廃棄物層下部の地下水の水質を定期的に測定するとともに、水質
が悪化した場合に廃棄物層内の地下水（保有水）の水質を測定し、
廃棄物層からの影響等を把握する。

＜ガス等＞
【発生ガスの濃度および量】
事案地内の硫化水素およびメタンの濃度・ガス量を測定し発生状
況を把握する とともに、発生ガス量が全体的に増加する傾向にな
いことを確認する。

【地中温度】
廃棄物層と周辺（敷地境界）の地中温度を測定し、廃棄物層が異
常な高温でないことを確認する。
[地中温度差（20℃未満）]

・硫化水素ガス濃度が敷地境界において基準（0.02ppm）以下であること。
・メタンガスが滞留しない状態が保たれていること。（ガス拡散施設に異常が認められないこと）
・法面崩落等による廃棄物の飛散・流出がないこと。

地域の安全・安心のためのモニタリング項目

「実施計画における目標達成にかかる判断基準」を満足し、「地域の安全・安心のためのモニタリン
グ項目」より、事案地及びその周辺が概ね安定した状態（指標等と比較して悪化傾向にない）である
ことをモニタリング（２年間程度）で確認し、委員会にて行政代執行終了の技術的な妥当性について
判断を行う。

実施計画における目標達成にかかる判断基準

＜代執行終了の考え方＞

・現在行っているモニタリング項目等について、地域の安全・安心のためのモニタリング項目として継続モニタリングを行
い、事案地および周辺が概ね安定した状態（悪化傾向にない）を確認する

目標

四日市市内山事案行政代執行終了における判断基準等
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補助指標



対策効果の確認（モニタリング）計画

項 目 内 容 頻 度

ガス等

悪臭調査 敷地境界での悪臭（硫化水素濃度）確認 年４回

発生ガス調査
事案地内のモニタリング井戸における発生ガス調査]
（硫化水素、メタン、二酸化炭素、発生ガス量）

年４回

地中温度 事案地内、場外モニタリング井戸における地中温度の差の確認 年４回

水質等

地下水調査
事案地内、場外モニタリング井戸における地下水調査及び影響確認
（水位、水温、硝酸・亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、ＢＯＤ等）

年４回

河川水、浸出水、
湧水、
河川底質調査

周辺河川水等への影響確認
（硝酸・亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、ＢＯＤ等）

年４回

事案地内の水質
等

事案地内モニタリング井戸における保有水調査
（水位、水温、カドミウム、シアン、鉛、ＢＯＤ等）

年４回

8

※事案地内（b-5）および場外（B-4）における地下水調査は年12回実施。



H24-47

B-4

B-2

B-1

B-3

b-5

I-1

地下水の流向

表流水の流向

天白川

ガス拡散施設②

ガス拡散施設①

北 B-2

東 B-4西

処理装置近傍

民家前

：地下水（廃棄物層下部）

：悪臭（敷地境界）

：浸出水・湧水・河川水、河川底質

：発生ガス（ガス拡散施設）

凡例

：地下水（敷地境界）、地中温度（B-4）

：発生ガスおよび発生ガス量、保有水（廃棄物層）・地中温度

：悪臭（敷地境界、検知管）

モニタリング地点

S-5

S-4

鹿化川

S-2-1

S-2-3

雨水集水池
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判断基準と測定地点および測定項目
１　実施計画における目標達成にかかる判断基準
対象 地点 基準

硫化水素ガス
【敷地境界】
・B-2付近、B-4西

0.02ppm以下

メタンガス ・ガス拡散施設 ガス拡散施設に破損等の異常が認められないこと
法面 ・法面全体 法面に亀裂等が認められないこと

２　地域の安全・安心のためのモニタリング項目
対象 地点 考慮する指標値等
発生ガスの濃度および量 ・H24-47、ガス拡散施設 発生量が全体的に増加傾向にないこと
地中温度 ・H24-47、B-4 廃棄物層と周辺（敷地境界）の地中温度の差が概ね20℃未満であること

地下水の水質
【敷地境界】
・B-1、B-2、B-3、B-4

各項目の環境基準
pH、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、塩化ビニ
ルモノマー、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

浸出水・湧水・河川水の
水質、河川底質の溶出量

【浸出水】
・S-2-1
【河川水】
・S-2-3（天白川）・S-4（鹿化川）
・I-1（鹿化川、S-4地点上流）
【湧水】
・S-5（鹿化川）
【河川底質】
・S-2-3

各項目の環境基準
【浸出水】S-2-1
【河川水】S-2-3（天白川）、S-4（鹿化川）
pH、BOD、COD、TOC、ORP、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチ
レン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう
素、1,4-ジオキサン

【河川水】I-1（鹿化川、S-4地点上流）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

【湧水】S-4（鹿化川）、S-5（鹿化川）
pH、BOD、COD、TOC、ORP、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチ
レン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう
素、1,4-ジオキサン、硫化水素

【河川底質】S-2-3
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、セレン、ジクロロメタン、1,2-ジク
ロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、ふっ素、ほう素

事案地内の水質 ・H24-47、b-5
廃棄物層下部の地下水の水質を定期的に測定するとともに、水質が悪化した場合
に廃棄物層内の地下水（保有水）の水質を測定し、廃棄物層からの影響等を把握
する。
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法面、ガス拡散施設の確認結果

【法面】
・小段コンクリート部分の確認
・法面のすべりの有無

【ガス拡散施設】（天端２カ所）
・施設の破損の有無
※メタンガス濃度、硫化水素濃度を測定（年４回）

実施計画における目標達成にかかる判断基準のうち、硫化水素ガス、メタンガスと法面にかか
る確認を次のとおり実施しています。（月１回以上。台風通過後、地震後等は別途実施。）
令和元年８月末時点で変状は認められません。
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ガス等のモニタリング結果（硫化水素）

【硫化水素】
・敷地境界は基準値（0.02ppm）以下の0.002ppm未満で推移し
ている。
・事案地内の井戸（H24-47）およびガス拡散施設（2地点）は低
い状態（0.002ppm未満～数ppm）で推移している。

整形覆土工期間

スケール拡大
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凡例

事案地

H24-47 ※廃棄物層、孔口

ガス拡散施設① ※孔口

ガス拡散施設② ※孔口

東B-4西 ※大気中

北B-2 ※大気中
周辺 （現場境界）

（参考）おおむね２年間実施してきた対策効果の確認において、
霧状酸化剤注入装置の使用実績はありません。
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ガス等のモニタリング結果（メタンと拡散予測）

【メタン】
・事案地内の井戸（H24-47）のメタンガスは60%以下で変動しな

がら推移しているが、ガス拡散施設に変状はなくメタンガスが滞
留する状況にない。
プルーム式による計算結果から、メタンガスは井戸から50cmま
でに爆発限界以下（5~15%）まで拡散すると予測される。

整形覆土工期間

赤範囲：メタンの爆発限界（5~15%）
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濃
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メタンの拡散予測

赤範囲：メタンの爆発限界（5~15%）

＜主な条件＞
ガス流量：0.006㎥N/s (1L/min)

風速：1.0m/s

天気：本曇り
有効煙突高：0.3m

高さ：0.3m

※プルーム式による予測
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凡例

事案地

H24-47 ※廃棄物層、孔口

ガス拡散施設① ※孔口

ガス拡散施設② ※孔口

H24-47

ガス拡散施設①

ガス拡散施設②



ガス等のモニタリング結果（安定化とガス組成）

埋立地のガス組成変化

メタン

二酸化炭素

窒素

酸素

窒素水素

酸素

地中の廃棄物の有機物が微生物により徐々に分解されてガスになり安定化していく。
下図は埋立地におけるガスの組成変化を表しており、第Ⅰ期から第Ⅴ期まで各段階ごとに発生するガスの組成が異なる。

【第Ⅰ期】初期分解 埋立時に入った空気（酸素）を使った好気性分解が起こる。
【第Ⅱ期】遷移期 酸素が消費され、嫌気性分解にともなう硫化水素ガスなどの発生がみられるようになる。
【第Ⅲ期】酸生成期 微生物による分解が進み有機酸と少量の水素ガスが発生する。二酸化炭素が主な発生ガスとなる。
【第Ⅳ期】メタン発酵期 有機酸と少量の水素ガスがメタン菌によりメタンガスや二酸化炭素に変換される。
【第Ⅴ期】熟成期 第Ⅳ期までに分解されなかった生物分解性物質が分解され、発生ガスが減少していく。

[ ％ ]
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ガス等のモニタリング結果（安定化とガス組成）

埋立地のガス組成変化

メタン

二酸化炭素

窒素

酸素

窒素水素

酸素

メタン

二酸化炭素

これまでの対策効果の確認期間（平成29年10月から令和元年8月）におけるガス組成は下図のとおり。
メタンが40～60％程度、二酸化炭素が20～30パーセント程度（硫化水素ガスは極微量）の間で推移している。二酸化炭素の比率
は20％程度少ないもののおおむね「第Ⅳ期 メタン発酵期」に相当すると考えられ、廃棄物中の有機物の分解が進んで安定化して
いるものと考えられる。

【第Ⅰ期】初期分解 埋立時に入った空気（酸素）を使った好気性分解が起こる。
【第Ⅱ期】遷移期 酸素が消費され、嫌気性分解にともなう硫化水素ガスなどの発生がみられるようになる。
【第Ⅲ期】酸生成期 微生物による分解が進み有機酸と少量の水素ガスが発生する。二酸化炭素が主な発生ガスとなる。
【第Ⅳ期】メタン発酵期 有機酸と少量の水素ガスがメタン菌によりメタンガスや二酸化炭素に変換される。
【第Ⅴ期】熟成期 第Ⅳ期までに分解されなかった生物分解性物質が分解され、発生ガスが減少していく。

[ ％ ]
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ガス等のモニタリング結果（発生ガス量）
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整形覆土工期間

【発生ガス量】
・発生ガス量は概ね0.7L/min程度の少ない状態で推移してお
り、増加傾向にない。

※ガス拡散施設①、②は発生ガス量が測定できないほど少ない状態
で推移している。

＜ガスの組成＞
メタン：40～60％
二酸化炭素：20％
その他（酸素、窒素等）：20％
硫化水素：数ppmH24-47

凡例
H24-47 ※廃棄物層、孔口
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ガス等のモニタリング結果（地中温度）
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整形覆土工期間

【地中温度】
・また事案地内（H24-47）と現場境界（東B-4西）の地中温度の
差は20℃未満（概ね16℃程度）で推移している。

赤線：地中温度の差の目安（20℃未満）

※H24-47は地下水位面付近（GL-8m）、B-4は同じ標高に相当する
GL-5mで測定している。

H24-47

東B-4西

凡例

事案地H24-47 ※廃棄物層、孔口

東B-4西 ※大気中 周辺 （現場境界）
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地下水の流向

表流水の流向
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【硝酸・亜硝酸性窒素】
・鹿化川で環境基準（10mg/L）を超える傾向がみられるが、これ

までの調査結果の範囲内で推移しており、直ちに人体等に害の
あるレベルではないと考えられる。河川上流地点における濃度
も高い傾向にあり、当該地域周辺の地域性と考えられる。
【クロロエチレン】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
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水質等のモニタリング結果（周辺①）
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整形覆土工期間

整形覆土工期間
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表流水の流向
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（地下水）
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【1,4-ジオキサン】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
【ふっ素】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
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水質等のモニタリング結果（周辺②）
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整形覆土工期間

整形覆土工期間
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地下水の流向

表流水の流向
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【ほう素】

・整形覆土工期間中に一時的な濃度上昇がみられたが、工事
後は変動しながら低下し、現在は環境基準以下の低い濃度で
推移している。
・平成28年度（ピーク時）以降は環境基準値（年間平均で評価）
を満足した状態が継続している。
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水質等のモニタリング結果（周辺③）
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整形覆土工期間

ほう素の年平均濃度の推移

H28.10
～H29.9

1.08mg/L

H29.10
～H30.9

0.74mg/L

H30.10
～R1.8

0.74mg/L

適合 適合

（環境基準値：1mg/L）

低減傾向



b-5

b-5’

【硝酸・亜硝酸性窒素】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
【クロロエチレン】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
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水質等のモニタリング結果（事案地①）

21

整形覆土工期間

凡例

（地下水、閉塞のため廃止）b-5

（地下水、代替井戸）b-5’

整形覆土工期間



b-5

b-5’

【1,4-ジオキサン】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
【ふっ素】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。
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水質等のモニタリング結果（事案地②）
凡例

（地下水、閉塞のため廃止）b-5

（地下水、代替井戸）b-5’
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整形覆土工期間
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b-5

b-5’

【ほう素】
・環境基準以下の低い濃度で推移している。

水質等のモニタリング結果（事案地③）
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凡例

（地下水、閉塞のため廃止）b-5

（地下水、代替井戸）b-5’
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ヘキサダイアグラムパターン 確認地点

事案地

廃棄物層 保有水

事案地内 地下水
周辺 地下水

周辺 周辺 地下水

H22
(対策前）

H29
(対策後）

凡例

廃棄物層 保有水

廃棄物層下部 地下水

周辺地下水

※H22（対策前）のみ。H29（対策後）は保有水がなく欠測。

イオン分析結果（事案地と周辺地下水）
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B-4

B-2

b-5

H24-47

B-3

B-1

地下水の流向

※イオン分析とは

水に溶けている代表
的なイオンの種類や量
を調べ、ヘキサダイヤグ
ラムという６角形のグラ
フで表します。

グラフの形が似ている
ほど関係が強く、そうで
なければ関係が弱いと
いえます。



6
57

8

9

4
32

ヘキサダイアグラムパターン 確認地点

事案地 廃棄物層 保有水

周辺

鹿化川

事案地南側水路
（⑪地点で天白川本川に接続）

天白川

29

事案地

H22

(対策前）
H29

(対策後）

凡例

イオン分析結果（周辺河川）

25

対策前（平成22年）と対策後（平成29年）とも、周辺河川と事案地のヘキサダイヤグラムの形
状は異なっており、影響はみられなかった。

廃棄物層
保有水

事案地内
地下水



３ 目標の達成状況の評価
（１）実施計画における目標の達成状況
（２）事案地および周辺の安定化の状況
（３）まとめと今後の計画



＜水質等＞
【地下水の水質等】
敷地境界の地下水の水質（pH、ほう素、1,4-ジオキサン等 １０項
目）の状況を把握するとともに、流向の変化を把握する。
[各項目の環境基準]

【浸出水・湧水・河川水の水質、河川底質の溶出量】
周辺河川等への影響を確認する。
[各項目の環境基準]

【事案地内の水質】
廃棄物層下部の地下水の水質を定期的に測定するとともに、水質
が悪化した場合に廃棄物層内の地下水（保有水）の水質を測定し、
廃棄物層からの影響等を把握する。

＜ガス等＞
【発生ガスの濃度および量】
事案地内の硫化水素およびメタンの濃度・ガス量を測定し発生状
況を把握する とともに、発生ガス量が全体的に増加する傾向にな
いことを確認する。

【地中温度】
廃棄物層と周辺（敷地境界）の地中温度を測定し、廃棄物層が異
常な高温でないことを確認する。
[地中温度差（20℃未満）]

・硫化水素ガス濃度が敷地境界において基準（0.02ppm）以下であること。
・メタンガスが滞留しない状態が保たれていること。（ガス拡散施設に異常が認められないこと）
・法面崩落等による廃棄物の飛散・流出がないこと。

地域の安全・安心のためのモニタリング項目

「実施計画における目標達成にかかる判断基準」を満足し、「地域の安全・安心のためのモニタリン
グ項目」より、事案地及びその周辺が概ね安定した状態（指標等と比較して悪化傾向にない）である
ことをモニタリング（２年間程度）で確認し、委員会にて行政代執行終了の技術的な妥当性について
判断を行う。

実施計画における目標達成にかかる判断基準

＜代執行終了の考え方＞

・現在行っているモニタリング項目等について、地域の安全・安心のためのモニタリング項目として継続モニタリングを行
い、事案地および周辺が概ね安定した状態（悪化傾向にない）を確認する

目標

四日市市内山事案行政代執行終了における判断基準等（再掲）
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補助指標



項 目 状 況 評価

硫化水素ガス濃度が敷地境界において基準
（0.02ppm）以下であること。

基準（0.02ppm）以下で推移。 ○
メタンガスが滞留しない状態が保たれているこ
と。
（ガス拡散施設に異常が認められないこと）

ガス拡散施設に異常は認められない。 ○
法面崩落等による廃棄物の飛散・流出がない
こと。

法面に変状は認められず、廃棄物の飛散・流出がない。 ○

実施計画における目標達成にかかる判断基準

実施計画における目標の達成状況

実施計画における目標達成にかかる判断基準を満たした状態で推移している
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第９回評価(H30.11.30)



項 目 状 況 評価
関連
ページ

硫化水素ガス濃度が敷地境界において基準
（0.02ppm）以下であること。

基準（0.02ppm）以下で推移。 ○ p12

メタンガスが滞留しない状態が保たれていること。
（ガス拡散施設に異常が認められないこと）

ガス拡散施設に異常は認められない。 ○ p11

法面崩落等による廃棄物の飛散・流出がないこと。
法面に変状は認められず、廃棄物の飛散・流出が
ない。 ○ p11

実施計画における目標達成にかかる判断基準

実施計画における目標の達成状況

実施計画における目標を達成
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第10回評価



項 目 状 況 評価

【発生ガスの濃度および量】
事案地内の硫化水素およびメタンの濃度・ガス量を測定し発
生状況を把握するとともに、発生ガス量が全体的に増加する
傾向にないことを確認する。

硫化水素は低濃度（観測井戸で数ｐｐｍ）で推移。
メタンは横ばい状態であるが、ガス拡散施設に変状はなく
滞留する状態にない。
発生ガス量は少ない（1L/min未満）状態で推移しているが、
直近は微増の傾向もみられることから、引き続き注視して
いく。

△

【地中温度】
廃棄物層と周辺（敷地境界）の地中温度を測定し、廃棄物層
が異常な高温でないことを確認する。

[地中温度差（20℃未満）]

地中温度の差は２０℃未満（概ね１６℃）で推移しており、
廃棄物層が異常な高温でない。 ○

【地下水の水質等】
敷地境界の地下水の水質（pH、ほう素、1,4-ジオキサン等 １
０項目）の状況を把握するとともに、流向の変化を把握する。

[各項目の環境基準]

変動がみられる地点（B-4、b-5）があるため、引き続き注
視していく。流向の変化なし。 △

【表流水・浸出水・湧水・河川水の水質、河川底質の溶出量】
周辺河川等への影響を確認する。

[各項目の環境基準]

水質の継続的な悪化傾向はいずれの地点においてもみら
れない。
（鹿化川における硝酸・亜硝酸性窒素について、引き続き
注視していく）

○
【事案地内の水質】
廃棄物層下部の地下水の水質を定期的に測定するとともに、
水質が悪化した場合に廃棄物層内の地下水（保有水）の水質
を測定し、廃棄物層からの影響等を把握する。

水質の継続的な悪化傾向はいずれの地点においてもみら
れない。
※覆土工完了の効果と考えられる保有水の水位低下の
ため、現在 保有水は測定不可となっている。

○

地域の安全・安心のためのモニタリング項目

事案地の安定化の傾向把握の状況（補助指標）
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各項目においてモニタリングを継続し、傾向を把握していく

第９回評価(H30.11.30)



項 目 状 況 評価
関連
ページ

【発生ガスの濃度および量】
事案地内の硫化水素およびメタンの濃度・ガス量を
測定し発生状況を把握するとともに、発生ガス量が全
体的に増加する傾向にないことを確認する。

・これまでの結果から傾向として少ない（1L/min未満）状
態で推移していることが確認できた。
・硫化水素は低濃度（観測井戸で数ｐｐｍ）で推移。
・メタンは横ばい状態であるが、ガス拡散施設に変状は
なく滞留する状態にない。

○
p12
～
p17

【地中温度】
廃棄物層と周辺（敷地境界）の地中温度を測定し、
廃棄物層が異常な高温でないことを確認する。

[地中温度差（20℃未満）]

・地中 温度の差は２０℃未満（概ね１６℃）で推移しており、
廃棄物層が異常な高温でない。 ○ p18

【地下水の水質等】
敷地境界の地下水の水質（pH、ほう素、1,4-ジオキ
サン等 １０項目）の状況を把握するとともに、流向の
変化を把握する。

[各項目の環境基準]

・値に変動がみられていた地点（B-4、b-5）について、こ
れまでの結果から環境基準値を満たし低減傾向であるこ
とが確認できた。 ○

P19
～

P24

【表流水・浸出水・湧水・河川水の水質、河川底質の
溶出量】
周辺河川等への影響を確認する。

[各項目の環境基準]

・水質の継続的な悪化傾向はいずれの地点においても
みられない。 ○

P19
～

P21

【事案地内の水質】
廃棄物層下部の地下水の水質を定期的に測定する
とともに、水質が悪化した場合に廃棄物層内の地下
水（保有水）の水質を測定し、廃棄物層からの影響等
を把握する。

・水質の継続的な悪化傾向はいずれの地点においても
みられない。
※覆土工完了の効果と考えられる保有水の水位低下の
ため、保有水は測定不可となっている。

○
P22
～

P24

地域の安全・安心のためのモニタリング項目

事案地の安定化の傾向把握の状況（補助指標）

30事案地および周辺が安定した状態

第10回評価



まとめと今後の計画

事案地および周辺が安定した状態である

実施計画における目標達成にかかる判断基準 ○

※平成29年10月から令和元年８月まで（1年10か月）の結果

令和２年２月まで半年間モニタリングを継続し、事案地内の整理作業（霧状酸化剤
注入装置の撤去等）を実施する。

令和２年２月までのモニタリング結果においても目標を達成した状態が継続してい
ることを確認したうえで行政代執行を終了する。

【目標の達成状況】

【今後の計画】

目標

31

地域の安全・安心のためのモニタリング項目 ○補助指標

実施計画における目標を達成した


